
提

出

者

長

妻

昭

平
成
十
四
年
七
月
二
十
六
日
提
出

質

問

第

一

五

九

号

患
者
さ
ん
へ
の
払
い
す
ぎ
医
療
費
返
還
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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患
者
さ
ん
へ
の
払
い
す
ぎ
医
療
費
返
還
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
十
四
年
七
月
二
十
二
日
、
衆
議
院
決
算
行
政
監
視
委
員
会
第
三
分
科
会
に
お
い
て
、
坂
口
厚
生
労
働
大
臣
に
レ
セ
プ
ト

の
不
正
・
不
当
請
求
に
関
し
て
質
疑
を
し
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
お
尋
ね
す
る
。

一

ま
ず
社
保
、
国
保
あ
わ
せ
て
、
過
剰
と
判
断
さ
れ
て
減
額
さ
れ
た
レ
セ
プ
ト
の
金
額
及
び
レ
セ
プ
ト
数
は
、
過
去
五
年

間
、
年
ご
と
に
ト
ー
タ
ル
い
く
ら
か
。

二

一
で
減
額
さ
れ
た
レ
セ
プ
ト
数
の
う
ち
、
窓
口
負
担
で
一
部
を
支
払
っ
た
患
者
さ
ん
、
及
び
被
保
険
者
へ
の
減
額
の
事
実

の
通
知
は
、
何
件
、
い
く
ら
（
医
療
費
減
額
自
己
負
担
分
）
さ
れ
た
か
。
過
去
五
年
、
年
ご
と
に
お
示
し
願
い
た
い
。

三

一
で
減
額
さ
れ
た
レ
セ
プ
ト
す
べ
て
に
関
し
て
、
な
ぜ
被
保
険
者
に
通
知
を
し
な
い
の
か
。

四

一
で
減
額
さ
れ
た
レ
セ
プ
ト
の
う
ち
、
被
保
険
者
に
医
療
費
減
額
自
己
負
担
分
が
戻
っ
た
ケ
ー
ス
は
あ
る
の
か
。
過
去
五

年
ご
と
に
そ
の
件
数
と
戻
っ
た
金
額
を
お
示
し
願
い
た
い
。

五

一
で
減
額
さ
れ
て
も
、
被
保
険
者
に
、
戻
ら
な
か
っ
た
医
療
費
減
額
自
己
負
担
分
は
い
く
ら
か
。
過
去
五
年
ご
と
に
レ
セ

プ
ト
の
件
数
と
合
計
金
額
を
お
示
し
願
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。


